
○美幌・津別広域事務組合消防吏員階級、訓練  

及び礼式に関する規則  

昭和４６年１２月１日 

規 則 第 ７ 号 

改正 昭和５２年 ４月 １日規則第 ３号 昭和５３年 ４月２５日規則第 ３号 

昭和５９年 ７月 １日規則第 ７号 平成 ３年 ４月 １日規則第１５号 

平成１７年 ８月３０日規則第 ２号 平成１８年１２月２８日規則第 ６号 

 （趣旨） 
第１条 この規則は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１６条第２項の

規定により、消防吏員の階級、訓練及び礼式について定めることを目的とする。 
 （階級） 
第２条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。 
 ⑴ 消防司令長 
 ⑵ 消防司令 
 ⑶ 消防司令補 
 ⑷ 消防士長 
 ⑸ 消防副士長 
 ⑹ 消防士 
 （訓練及び礼式） 
第３条 消防吏員の訓練及び礼式については、総務省消防庁において定められるこ

れらに関する基準及び準則に基づき行うものとする。 
 
   附 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 
   附 則（昭和５２年規則第３号） 
 この規則は、昭和５２年４月１日から施行する。 
   附 則（昭和５３年規則第３号） 
 この規則は、公布の日から施行し、昭和５３年５月１日から適用する。 
   附 則（昭和５９年規則第７号） 
 この規則は、公布の日から施行し、昭和５９年７月１日から適用する。 

附 則（平成３年規則第１５号） 
 この規則は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年規則第２号） 
 この規則は、平成１７年９月１日から施行する。 

附 則（平成１８年規則第６号） 
 この規則は、公布の日から施行し、平成１８年６月１４日から適用する。 
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